2026年3月25日作成
【参考資料】＜自賠責のみ代理店用＞募集人向け点検項目（設問）データ
＜本資料の位置づけ＞
本資料は、損保代理店が「代理店業務品質評価制度」における自己点検を実施するにあたり、各募集人の業務遂行状況を確認する目的で、募集人向けの点検を行う際の参考資料（自賠責のみ代理店用※）です。
自己点検の実施手順は、「『自己点検チェックの取組み』の手引き」Ｐ．１２を参照してください。
「自己点検チェックの取組み」の手引き：https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/checksheet_tebiki.pdf
※「自賠責のみ代理店用」は、自賠責保険以外の損保商品の取扱いがない代理店用です。
自賠責保険以外の損保商品の取扱いがある代理店は、「一般代理店用」をご利用ください。
◆各設問の丸数字は、「自己点検チェックシート（2026年度版）」における該当設問の丸数字を記載しています。
【2026-J01　法令等遵守・顧客本位の業務運営・顧客最善利益勘案義務】
①自身が携わる業務全般において、法令等を遵守したうえで、顧客本位の業務運営を徹底し、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
E_判断できない
【2026-J02　募集人の権限等に関する説明】
①保険募集時、顧客に対し、自らが取り扱える保険会社の数を説明している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


【2026-J03　保険募集管理全般】
①以下の保険募集時の禁止行為、および著しく不適当な行為を行っていない。
【保険契約締結・保険募集に関する禁止行為、著しく不適当な行為例】
・虚偽の説明、契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を説明しないこと
・虚偽の告知を勧めること
・事実の告知を妨げること
・不利益となる事実を告げずに乗換募集を行うこと
・信用または支払能力に関する、客観的事実に基づかない事実・数値の表示（たとえば、保険会社の支払能力等について根拠のない数値等を示して誤解を与えるような説明行為）
・威圧的募集もしくは優越的地位を利用した募集
・保険契約等に関する事項であって、その判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げる、または表示する行為（誹謗・中傷等）
【その他の不適正行為例】
保険金不正請求、保険会社社員による代理店業務の代行、契約申込書への代印・代筆、無断契約、作成契約・架空契約、保険金や返戻金の私金払い、代理人規定の誤用、契約手続き・契約内容訂正処理の放置・失念、無登録・無届募集　など
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
【2026-J04　保険料の取扱い】
①領収した保険料を他に流用・費消していない。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
②契約者に代わって保険料を支払う行為（保険料立替）を行っていない。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


【2026-J05　特別利益の提供の禁止】
①保険勧誘や契約締結にあたって、特別利益の提供に該当することがないよう、以下の行為（これを約す行為を含む。）を徹底している。
・顧客に対して金銭の提供をするなど、保険料の割引、割戻しを行わない。
・ノベルティ提供を行う場合、実質的に保険料の割引や割戻しとみなされるような物品やサービスの提供を行わず、景品表示法および所属保険会社の定める基準の範囲内で運用している。（提供していない場合でも、景品表示法および所属保険会社の定める基準を理解している。）
・他業を兼業する場合、他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提供を行う際に、それらサービス等の費用を保険会社や代理店が実質的に負担していないことを確認している。また、顧客への訴求方法等によって、保険契約の締結または保険募集に結びつくことがないことを確認している。
【禁止行為の具体例】
・保険契約締結時に、保険契約者に対し、保険料の一部に充てるための現金を渡した。
・保険契約者に対し、代理店手数料の中から保険料の割戻しを行った。
・自動車販売業を兼営する代理店が保険加入を条件に車両価格の値引きを行った。
・保険契約締結の謝礼として、保険契約者に対し、商品券を渡した。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


【2026-J06　過度の便宜供与の禁止】
①保険契約のシェア判断や保険商品の優先的な取扱い、販売量等（※）に影響させることを示して（黙示を含む）、以下の行為を行っていない。
※専属代理店の場合、専属を維持することを含む
【行為類型と具体例】　※例示であり、下記に限定されない。
●保険会社に物品等の購入・賃借を求めること
・代理店（自動車関連業を兼業）からの社用車の購入、レンタカー、車検受検、給油
・代理店から自社の支店・営業所のためのオフィスを賃借
●保険会社に役務の受領を求める
・代理店（建設業を兼業）へ自社ビルの建替え工事を発注
・代理店（広告業を兼業）と広告契約を締結
●保険会社に対し、物品等を販売・貸与することを求める
・保険会社が保有するオフィスの貸与
・保険会社の会議室を代理店の会議開催のために貸与
●保険会社に対し、顧客等の紹介を求める
・物品購入の斡旋
・契約者が事故を起こした際、代理店（自動車修理業を兼業）を紹介
●保険会社に対し、役務の提供を求める
・代理店主催イベントへの協力（保険勧誘ブースでの対応支援、イベントのビラ配り）
・保険会社社員による代理店への店舗新規開店時の代理店業務全般に関する一時的な支援
●保険会社に対し、金銭供与・費用負担を求める
・代理店が主催するイベントに対する協賛金の支払い
・代理店による保険募集に関する広告費用を負担
●保険会社社員に実質的な保険募集を行わせる（いわゆる社員代行）
※いずれも保険代理店において保険料試算や契約計上を行えない保険種類は除く。
・保険料試算・契約申込書の作成
・契約の計上
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
②所属保険会社が策定している便宜供与に関する規定等（※）に従って、適切に対応している。
※保険会社からの出向者派遣・政策保有株式を含む。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
【2026-J07　利益相反管理】
②利益相反に関する自店の管理方針に基づいて、以下の対応を行っている。
・顧客の希望に反する修理やレンタカー業者等の紹介が提案されないよう徹底している。
・保険金に繋がる修理費等の費用が適正であることを確認するなど、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
【2026-J08　自己契約・特定契約】
①保険料の割引・割戻し等を目的とした自己契約・特定契約（自らと人的・資本的に密接な関係を有する者を契約者または被保険者とする保険契約）の募集を行っていない。また、特定契約の判定を実態に即するものとし、潜脱行為を行っていない。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
【2026-J12　苦情の対応・管理】
②苦情について申出内容・対応履歴を記録し、対応もれが発生しない態勢（チェックリストや役職者による確認等）を整備するとともに、苦情全件について発生経緯・原因を特定している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
③保険会社への報告が必要な苦情については、所属保険会社に報告するとともに、顧客対応を要する案件については、所属保険会社と連携のうえ、適切に対応している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


【2026-J13　個人情報管理】
①【個人情報の理解】
代理店が取り扱う個人情報の種類や、個人情報が含まれる帳票等を正しく理解している。
※個人情報の種類や、帳票等は「代理店が取り扱う個人情報の種類（例）」「個人情報が含まれる帳票等（例）」を参照
【代理店が取り扱う個人情報の種類（例）】
ａ．顧客等（注１）の氏名を含む情報
ｂ．生年月日､連絡先（住所・居所・電話番号・電子メールアドレス（注2））､会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
ｃ．上記a、bに付随し顧客等が契約申込書等に記載した保険契約の締結に必要な情報（注３）
（注１）「顧客等」とは、契約者のほか、被保険者、同居の親族、団体保険等の加入者、契約見込み客､事故の際に当事者となった被害者および加害者､法定相続人､代理人、法人代表者、法人担当者等が含まれます。
（注２）特定の個人を識別できる電子メールアドレスの場合は、それが単独でも個人情報となります。例えば、所属する氏名が分かるようなメールアドレスの場合が挙げられます。
（注３）特定の個人を識別できる情報が記載されていなくても、代理店として個人が特定できる場合には個人情報に該当します。例えば、自動車の登録番号や証券番号単独の情報であっても、代理店端末などにより、特定の個人を識別することができる場合がありますので、個人情報保護法に則った対応が重要です。
【個人情報が含まれる帳票等（例）】
ａ．契約申込書、保険料領収証（写）
ｂ．事故関係書類一式、事故受付記録簿
ｃ．収支明細書などの事務関係書類
ｄ．個人情報の表示された端末画面のハードコピー等各種アウトプット・データ
（注）「機器」とは、「端末」に加えて、端末周辺機器やＵＳＢメモリやメモリカードなどの外部記憶媒体、ファイルサーバ（ＮＡＳなど）も含みます。「端末」とは、パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話等を指します。「機器等」とは、機器に加えて、システム、メールサービスまたはその他外部サービス（クラウドストレージ等）を指します。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


⑤【個人データ管理台帳】
個人データ管理台帳を作成し、更新している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
⑧【顧客情報の取得・保管・管理等】
顧客情報（企業情報を含む）の取得・保管・管理等にあたっては、以下の措置を講じるなどして、細心の注意を払っている。
・契約締結の際、代理店独自の利用目的がある場合は、当該利用目的も顧客に明示している。
・個人データの第三者提供時は、記録・保存義務が、第三者からの取得時は、確認・記録・保存義務が課されることに注意している。
・外国にある第三者に個人データを提供するときは、あらかじめ、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ている。
・機微（センシティブ）情報を取得する場合は、あらかじめ顧客の同意を取得したうえで、業務遂行上必要な範囲で取得、利用、または第三者提供している。
・保険会社からの委託を受け、マイナンバー（個人番号）を取り扱う場合は、所属保険会社の指示に従い、適切に取り扱っている。
・顧客情報が記載されている書類や電子記録媒体等（ＵＳＢメモリーやＣＤ等）は、社外持ち出し時の運用（持出管理台帳による管理等）を定めるとともに、施錠のできるロッカー等に保管している。また、外出時、退社時には施錠している。
・顧客情報の含まれる書類や業務利用機器を保険会社の設定した管理区域外に持ち出すときは、常時携行している。
・保管期間を超過、または利用する必要がなくなった個人データは、遅滞なく廃棄・消去している。
・乗合代理店の場合、たとえば代理店内で契約情報を共有する際に、メールの宛先に乗合保険会社が含まれていないか確認するなど、他の保険会社の個人データを漏えいさせないための対応を徹底している。
・乗合代理店において、保険会社等から出向者を受け入れている場合、当該出向社員を含む従業者が、契約情報（個人データ）を出向元を含む外部に持ち出さないよう、非開示（秘密保持）契約等の締結や教育・管理・指導を行っている。
・乗合代理店の場合、見積書作成のため、顧客が提供した自身の個人情報を保険会社に提供することについて、あらかじめ丁寧に説明し、顧客の理解を得ている（利用目的は、プライバシーポリシーで公表しているだけでは足りず、顧客に明示する必要がある）。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


⑨【個人データの外部委託】
個人データの取扱いを外部業者（クラウドサービスを含む）に委託する場合（変更・追加を含む）は、以下の対応を適切に行っている。
・適切性、安全性等の審査を行い、事前に所属保険会社の承認を受けている。
・委託内容によっては、外部委託先が募集行為を行ってしまう（無登録・無届募集となる）おそれもあることに注意している。
・委託者（代理店）の監督・監査・報告徴収に関する権限など、所定の事項を盛り込んだ委託契約書等を締結している。
また、委託を行った場合、次のような対応を行い、外部委託先を適切に管理・把握できる態勢を整備している。
・委託契約内容（安全管理措置等）の遵守状況を定期的に確認している。
・所属保険会社の規定等に従い、外部委託先を適切に管理している。
・外部委託先を追加・変更・廃止した場合、外部委託先を管理している台帳・リスト等を修正している。また、所属保険会社の規定等に従い、所属保険会社に適宜報告している。
※外部委託先が再委託を行う場合も同様の取扱いとしている。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


⑩【メールおよびチャットアプリ・ＳＮＳ】
メールおよびチャットアプリを利用するとき、以下の対応を適切に行っている。
・メールを送信するときは、個人情報は必要最低限とし、宛先、添付ファイル等をよく確認し、誤送信に留意している。
・大量の個人情報をメールで送信するときには、添付ファイルは所属保険会社のルールに則って強固なパスワード設定を行い、パスワードを本文には記載せずメール以外の方法（口頭、書面、ＳＭＳ等）で通知するなどの対策を実施している。
・顧客情報付きファイルを送付するときは、送付先以外の保険会社の契約情報が含まれていないか確認（特に、Excelファイルの場合は複数のシート、行や列の非表示等まで確認）し、代理店管理者を宛先等に含めることや、パスワードの設定等、代理店所定の送信ルールに従って対応している。
・フリーメールおよびフリーチャットは原則禁止している。
・サイバー攻撃の一つである標的型攻撃メールの開封を未然に防止するため、不用意に添付ファイルを開いたり、ＵＲＬリンクをクリックしたりしないように、日頃から差出人のアドレス等を確認している。
また、ＳＮＳの利用に関しては、以下の対応を適切に行っている。
・代理店の業務においてＳＮＳは原則利用していない。万が一、ＳＮＳを業務利用する場合は、所属保険会社に確認のうえ、私用アカウントとは切り離し、電話番号等を使い分ける等を実施して不適切な内容の投稿はしていない。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
⑪【テレワーク・オンライン会議】
テレワークやオンラインによる会議・顧客面談等を実施するとき、以下の措置を講じるなどして、細心の注意を払っている。
・情報セキュリティに関する社内規則等を定めている。
・オンラインによる会議や顧客面談等を実施する場合、情報漏えい、サイバー攻撃等のセキュリティリスクに十分注意する必要があることを社内教育を通じて徹底している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


⑫【個人情報の漏えい等の報告】
個人情報の漏えい、滅失、毀損等が発生した際の適切な対応を理解し、当該対応を実施している。また、発生した場合は、直ちに所属保険会社に報告し、被害者への通知や再発防止策の策定・実行を適時行っている。
規模が大きい特定保険募集人に該当する場合、個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、情報セキュリティ対策に十分な知見を有する者（例えば、店主または保険募集の責任者等）により、定期的に社内点検・監査を実施している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
【2026-J20　募集関連行為委託等の対応】
①募集関連行為を第三者に委託等する場合、以下の留意点に基づき、不適切な行為を行わないよう、指導事項を示した文書や適切な態勢整備等の確約を求める文書を交付するなどの教育・管理・指導を行う体制を整備している。
【留意点】
・保険募集行為または特別利益の提供等の募集規制の潜脱につながる行為を行っていないか。
・個人情報の第三者への提供に係る顧客同意の取得等の手続を個人情報の保護に関する法律等に基づき、適切に行っているか。
・支払手数料の設定について、不適切な行為を誘発しないよう、慎重な対応を行っているか。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
②遵守状況について定期的なチェックを行い、必要に応じて改善を図っている。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない


【2026-J21　保険募集人指導事業（フランチャイズ事業等）】
①フランチャイザーなど商号の使用を他の代理店に許諾している代理店の場合、両者が異なる事業者であることや、取り扱う保険商品の品揃えが異なる場合はその相違点を説明するなど、顧客が当該他の代理店と同一の事業を行う者と誤認しないよう徹底している。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
②フランチャイジーなど他の代理店の商号を使用している代理店の場合、誤認を防止するための措置を講じている。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない
【2026-J23　募集人届出】
②募集人としての所定の要件を充足している。
ア．代理店から保険募集に関し、適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者である。
イ．募集人のうち、役員を除く使用人については、上記ア．に加えて、保険代理店の事務所に勤務（代理店主の指示に基づくテレワークを含む）し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う者である。
ウ．他の保険代理店または損害保険会社において保険募集に従事する役員または使用人ではない。
エ．募集人（保険募集に従事する役員を除く）の契約形態は、「雇用」「派遣」「出向」のいずれかに該当している。
※ 個人代理店における募集人で、代理店主と生計を一にして同居する親族はこの限りではない。
A_取り組んでおり、課題はない
B_取り組んでいるが、課題がある
C_取り組んでいない
D_対象となる業務がない
E_判断できない

※以下の点検項目については、募集人向け点検項目（設問）データの用意はありません。
No.2026-J09～2026-J11
No.2026-J14～2026-J1９
No.2026-J22
No.2026-J24
No.2026-J２５

2
